
「令和４年度神奈川県教育委員会への意見・要望」に対する回答 

 

回答 

① ケア及びサポートについて 

・不登校児童・生徒のための安全安心な居場所の確保。 

（子ども教育支援課回答１） 

学校に行くことが難しい子どもたちの居場所としては、市町村の教育支援センターやＮＰＯな

どが運営するフリースクール等があります。県教育委員会では、フリースクール等との連携協

議会を通して、不登校の子どもへの支援のあり方や連携方策などを協議し、子どもが学校に通

えなくなった場合の対応について、学校や家庭、地域に発信しています。また、県内に５つあ

る自主夜間中学とも連携し、自主夜間中学の活動内容や通っている子どもたちの実態把握に努

めています。県教育委員会としては、今後もこれらの団体と継続的に情報共有を行うことによ

り、子どもたちの居場所の確保に努めます。 

 

・クラス担任だけでは抱えきれないクラスに、一時的に加配や補助、サポートする職員を配置できる仕

組みの構築。 

（子ども教育支援課回答） 

県教育委員会では、県内の市町村立小学校において、学級経営を支援するため、経験豊かな退



職教員を非常勤講師として派遣し、課題を抱える児童や学級に対し継続的な指導・支援を行い、

問題行動等の未然防止を図る「学級経営支援事業」を実施しています。令和５年度は、県内 20

校に非常勤講師を派遣し、多様な支援を必要とする児童への授業や学校行事を通した支援・指

導や児童理解及び学級の課題解決のための学級担任に対する支援等を行います。 

（教職員人事課回答） 

県教育委員会では、毎年の予算の範囲内で、学校規模に応じて児童生徒指導担当教員を配置し

ているほか、いじめ、不登校や問題行動への対応、地域や学校の状況に応じた教育指導上特別

な配慮が必要な児童・生徒の対応のために、児童生徒支援担当教員を加配しており、今後と

も、必要な予算の確保に努めていきます。 

 

・スクールカウンセラーが勤務する日程及び配置人数の拡充。 

（子ども教育支援課回答） 

長期化するコロナ禍により、子どもたちの不安やストレス、精神疾患といった内面の困難等は、

一層増加していると考えられ、またその困難は、自覚しづらく、自らＳＯＳを出しづらく、周

囲からは見えづらいものです。ＳＯＳを出せる子どもはもとより、こうしたＳＯＳを出せない

子どもへの対応が求められています。 

そこで、県教育委員会では、令和５年度には、スクールカウンセラーを、これまでと同様、政

令市を除くすべての公立中学校174校に配置し、中学校区内の小学校にも対応するとともに、

週２日配置の重点配置校について拡充を行います。 

 

・スクールサポーターや傾聴ボランティアの活用。 

（教職員人事課回答） 

教員が子どもの学びの保障に注力できるようにするため、令和５年度においても、国の補助事

業を活用し、政令市を除く市町村立小・中学校等にスクール・サポート・スタッフを全校配置

する措置を講ずることといたしました。 

 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの増員のみでなく、教員に対してより実践的な

研修の充実、教員との機能的な校内連携の構築と強化の検討。例えば、地域に常勤１名、各校に

は非常勤が配置され連携できるような仕組みの構築。 

（子ども教育支援課回答） 

県教育委員会では、持続的・安定的な教育相談体制を確立するために、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーを、学校職員として定数配置とすること等について、毎年度国

に強く要望しています。また、九都県市首脳会議で、本県の提案により合意された、スクール

カウンセラー等の拡充について、昨年 11月に、知事が文部科学副大臣と面会し、直接、要請を

行いました。県教育委員会としては、今後も粘り強く要望してまいります。 

 

・地域連携として、医療関係、放課後のデイサービスなどの福祉事業、就学前の母子保健等も踏ま

え、多領域との連携充実 

（子ども教育支援課回答） 

学校では、子どもを組織的に支援する体制をとっており、スクールカウンセラーやスクールソ



ーシャルワーカーを含む教職員と関係機関をつなぐキーパーソンである教育相談コーディネー

ターを中心に、子どもの状況把握、情報共有、支援策の検討、保護者との協働や、医療・福祉

機関も含めて関係機関との連携などを組織的に行っております。こうした組織的な対応の中

で、スクールカウンセラーは心理の専門家として、スクールソーシャルワーカーは福祉の専門

家として、教職員と常に十分な意思疎通と情報の共有を行い、協働して業務を行っています。

県教育委員会としては、学校における子どもの組織的な支援体制をさらに充実させるよう市町

村教育委員会に対して引き続き働きかけてまいります。 

 

 

回答 

② 不登校・いじめ問題等について 

・ＩＣＴ活用の運用方法改善について 

（子ども教育支援課回答） 

県教育委員会としては、ＧＩＧＡスクール構想の１人１台端末の整備により、各学校で、不登

校の児童・生徒へのＩＣＴを活用した学習支援が充実してきていると捉えており、県内の事例

について、各種会議等において、市町村教育委員会と共有しています。今後は、市町村教育委

員会が主体となりサポート体制を組み、学校を超え、市町村全体で、組織的・計画的にＩＣＴ

を活用した不登校支援を推進していくことが重要であると考えています。今後も引き続き、事

例等の情報の共有に努めてまいります。 

 

・メタバース登校について 

（子ども教育支援課回答） 

メタバース登校については、現在、文部科学省や一部の自治体において、メタバースを活用し

た不登校支援の実証研究や試行の取組が始まっています。県教育委員会では、今後も国や他の

自治体の動向を注視し、市町村教育委員会とも情報共有を図っていきます。 



 

 

回答 

①部活動の地域移行について 

（保健体育課回答） 

部活動の地域移行について、国は、令和４年 12月に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の

在り方に関する総合的なガイドライン（以下、ガイドラインという）」を新たに策定しました。

このガイドラインには、生徒や教師の数等の配置状況を踏まえ、適正な数の学校部活動を設置

することを求めています。また、学校部活動が地域クラブ活動へ移行する際には、可能な限り

低廉な会費を設定することや、家庭の参加費用の負担軽減に資する取組を推進することも示さ

れています。 

また、活動中の事故防止については、学校部活動であれば、校長、部活動顧問等が、地域クラ

ブ活動においては、実施主体において徹底し、体罰・ハラスメントを根絶するなど、適切な指

導の実施が求められています。 

さらに、これからの学校部活動及び地域のクラブ活動の在り方として、競技・大会志向だけで

はない、多様なニーズに応じた活動を行うことができる環境整備についても示されています。 

部活動の地域移行に当たっては、その受け皿となる団体や指導者等が必要ですが、その実情は

地域によって様々です。 

県教育委員会では、各市町村の状況を共有し、国からの情報や県の動き等の情報提供を行うこ

とを目的として、令和４年度に、県教育委員会及び市町村教育委員会関係者、各市町村のスポ

ーツ・文化部局、地域のスポーツ団体代表者や PTA を含む学校関係者等が一堂に会する「地域



部活動連絡会」を開催しました。この連絡会の開催は、県内市町村及び市町村教育委員会を通

して、関係各所へ周知しています。 

また、希望する市町村教育委員会に対し、外部の人材である部活動指導員の配置に係る費用を

補助しています。この部活動指導員は、学校の部活動顧問に代わり、技術指導や部活動運営に

係る業務を担うことができる方を各市町村教育委員会がそれぞれの実情に応じて確保している

と承知しています。また、部活動指導員以外にも、各市町村が必要に応じて独自に外部の指導

者を配置する場合があると承知しています。 

さらに、神奈川県及び県教育委員会では、国のガイドラインが策定されたことを受け、今後「神

奈川県の部活動の在り方に関する方針」を改定するとともに、部活動の地域移行に係る県の方

針を策定し、市町村における地域移行の取組を進められるよう支援してまいります。 

 

 

回答 

②部活動の運営・環境について 

（保健体育課回答） 

生徒の大会参加や大会運営については、主催団体である中学校体育連盟が決定する事項である

ため、教育委員会では、規約の変更などについて、要望があったことを県中学校体育連盟へ情

報提供してまいります。また、練習試合を含め、生徒の引率については、学校の設置者が定め

ています。 

なお、県中学校体育連盟からは、令和５年度以降の中体連主催の大会参加について、地域クラ

ブに参加している生徒の参加を認めるための調整を進めていると報告を受けています。  

生活困窮世帯に対する補助については、市町村ごとに定めています。 

 



 

回答 

① 教職員の負担軽減について 

・担任を持たない児童指導担当、生徒指導担当、教育相談コーディネーターの配置について 

（教職員人事課回答） 

児童・生徒指導担当教員について、小学校では一定の基準に基づいて大規模校に配置しており、

中学校においては、いじめや不登校等の問題行動が本県において深刻な教育課題となっている

ことを受け、一部非常勤対応も含め、全校に生徒指導担当を配置しております。 

専任の教育相談コーディネーターを配置するための定数改善については、本県の厳しい財政状

況の下で、県単独の事業として加配定数を措置することは困難ですが、県の個別的提案や、県

教育委員会として、これまでも国に要望しており、今後も機会をとらえて働きかけてまいりま

す。 

 

・教職員の定数増、代替職員の配置について 

（教職員人事課回答） 

教職員定数の改善については、指導方法の工夫改善をはじめとした指導体制の充実を図るため

の各種加配定数等の改善・充実について、県教育委員会として、全国都道府県教育委員会連合

会を通じて国に要望しております。 

なお、産休・育休取得者の増加等による代替職員（臨時的任用職員）の必要数が増加する一方



で、臨時的任用職員登録者が減少しており、定数に見合う職員数の配置が困難な状況にありま

すが、引き続き臨時的任用職員の任用に努めるとともに、非常勤講師の配置等により、学校運

営に影響の生じないよう努めてまいります。 

 

・教員のなり手不足を解消する手立てを早急に行い、計画的な人事配置を行うこと 

（教職員人事課回答） 

教員志願者を増やすため、大学生に向けた説明会では教員の魅力や本県の働き方改革の取組を

詳しく紹介。また、現場で働く教員がやりがいなどを語る動画を配信することに加え、教員免

許を持ちながら教職に就いていない方を対象としたペーパーティーチャー研修講座の実施に取

り組んでいます。 

今後も継続して取組みを進め、教員の確保に努めてまいります。 

 

・保護者に対してもＩＣＴを活用し、教職員の労働環境改善を図ること 

（教職員企画課回答） 

県教育委員会では、令和元年 10 月に、「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を策定し、

時間外在校等時間の縮減、年次休暇取得の目標日数及び学校閉庁日の設定、部活動の休養日の

日数を定めた「神奈川県の部活動の在り方に関する方針」の遵守の３つを目標として掲げ、個

別業務の役割分担とその適正化や、年次休暇の取得促進などに取り組んでおります。 

市町村教育委員会に対しては、学校を支える人材として、スクール・サポート・スタッフの配

置や、スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフの配置の拡充を行うなど、市町村教育委

員会の取組に対する支援を行っています。 

今後も引き続き、教員が子どもたちと向き合う時間を確保できるよう、本指針に基づき、教員

の働き方改革を着実に推進してまいります。 

なお、ＩＣＴの活用について、国は、今年度、「学校・保護者間の連絡手段のデジタル化に関す

るポイント」を作成し、「全国の学校における働き方改革事例集」に集約することとしておりま

す。 

県教育委員会としては、国から事例集が示され次第、各市町村教育委員会に情報提供いたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
回答 

② 学校内救護体制について 

（保健体育課回答） 

各学校では、学校保健安全法第 29条に基づき、救急時の体制や対応を含めた危機管理マニュア

ル等を作成していますが、令和４年３月に文部科学省が策定した「第３次学校安全の推進に関

する計画」において示されているとおり、学校安全計画・危機管理マニュアルを見直すサイク

ルを構築し、学校安全の実効性を高めることが重要だと県教育委員会としては考えています。 

令和３年６月に文部科学省から「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライ

ン」の活用について通知があり、県教育委員会は市町村教育委員会に対し、このガイドライン

を活用し、学校で実施した訓練等の検証結果や、学校を取り巻く様々な状況の変化、国内外で

発生した事故・災害事例の教訓、先進校の取組事例などを基に、常にマニュアルの見直し・改

善を行うことが必要であることを所管の学校へ周知するとともに、改善に向けた指導・助言等

を行う際に活用し、引き続き学校安全の推進に努めるよう依頼しており、各学校では見直し・

改善を行うとともに、訓練や教員への研修を実施しているものと考えております。 

また、県立学校に対しても同様の内容を通知するとともに、マニュアルについて、国のガイド

ラインに準じた標準的な内容を備えるため、アナフィラキシーの対応を含む形で、令和４年 12

月にあらためて評価・見直しを行うように指示しています。 



回答 

① 学習地域格差 令和３年度回答「学習支援格差について」 

（子ども教育支援課回答） 

全国学力・学習状況調査や問題行動・不登校等調査等の結果の分析や、各市町村教育委員会と

の意見交換等により、市町村や学校ごとの状況を、一定程度把握しており、現状において、様々

な要因により課題の見られる学校もあると認識しています。 

そこで、県教育委員会では、毎年度、全国学力・学習状況調査における本県の調査結果を分析

し、県全体の傾向や、充実、改善に向けたポイントを各市町村教育委員会や学校に向けて発信

しております。これを踏まえ、各市町村教育委員会や学校も、それぞれの調査結果を分析し、

取組の成果・課題を検証するなど、それぞれの地域や学校の実情に応じた取組を進めておりま

す。 

県教育委員会としては、各学校が学習指導要領に基づき、教育課程を適切に編成し、実施して

いくことができるよう、引き続き市町村教育委員会に対して働きかけを行ってまいります。県

教育委員会としては、各学校が学習指導要領に基づき、教育課程を適切に編成し、実施してい

くことができるよう、引き続き市町村教育委員会に対して働きかけを行ってまいります。 

ＡＬＴの活用も含めた授業の好事例については、文部科学省主催の小学校及び中学校各教科等

担当指導主事連絡協議会等において情報を収集し、全県指導主事会議等を通じて市町村教育委

員会に発信しているところです。 

ＡＬＴ雇用への財政支援については、本県の厳しい財政状況の下、県独自で予算措置を講じる

ことは困難ですが、全国都道府県教育委員会連合会等を通じて国に財政支援を要望しておりま

す。併せて、各市町村教育委員会には、文部科学省、総務省及び外務省によって地方交付税措

置のある、ＪＥＴプログラムのＡＬＴ任用の仕組みについて周知しています。 

今後とも、県内の教育現場においてＡＬＴが効果的に活用されるよう、引き続き情報の収集や

発信に努めるとともに、その拡充についても国に要望してまいります。 

（生涯学習課・子ども教育支援課回答） 

学習支援、ボランティア体験活動、学校周辺の環境整備等への取組を支援する「地域未来塾推

進事業」等を実施する市町村に補助を通じて推進するとともに、学習支援に積極的に取り組ん

でいる市町村の事例を収集し、市町村教育委員会と共有して、取組の横展開を図っていきます。 



 

回答 

② 学級編成について 

（教職員人事課回答） 

小学校の 35人以下学級の計画的な整備及び少人数指導等に係る加配定数の維持について、県教

育委員会として、全国都道府県教育委員会連合会を通じて国に要望しております。 

（財務課回答） 

公立小学校の施設整備については、設置者である市町村が行います。 

学校施設の増改築等については、国庫補助の対象となっており、市町村に対して様々な機会を

用いて、国の補助制度の情報提供をするとともに、引き続き補助制度の拡充について、国に要

望してまいります。 

 

回答 

③ 学校給食について 

（保健体育課回答） 

学校給食については、学校給食法で学校設置者が実施することとされており、公立中学校の給

食の実施方法についても、各市町村教育委員会が判断するものと認識しております。 

県教育委員会としましては、栄養バランスや食育の観点からの学校給食の重要性を踏まえ、市

町村教育委員会に対して、会議の場において県内市町村の学校給食の実施状況について情報共

有を行う等により、引き続き中学校給食の実施について働きかけてまいります。 

（財務課回答） 

公立小中学校の学校給食施設整備については、設置者である市町村が行います。 

学校給食施設整備については、国庫補助の対象となっており、市町村に対して様々な機会を用

いて、国の補助制度の情報提供をするとともに、引き続き補助制度の拡充について、国に要望

してまいります。 



 

回答 

④ 専門家授業について 

（子ども教育支援課回答） 

県教育委員会では、外国語（英語）教育に携わる小学校教員の専門性の育成のため、神奈川大

学と連携して免許法認定講習を開催し、中学校英語免許の資格を持つ小学校教員を養成してい

ます。 

併せて、中学校英語免許取得などの要件を満たした英語専科担当教員を県内小学校に配置し、

同教員を対象とした連絡協議会で好事例の情報交換や協議等を通し、指導体制の充実に努めて

います。 

（生涯学習課回答） 

参考までに、県が構築する仕組みではありませんが、県教育委員会では、学校に専門家を招い

て授業を行う市町村教育委員会の取り組みに対して補助する事業を平成 27 年度から実施して

おります。 

 

回答 

⑤ 県立高等学校の再編・統合等について 

（総務室回答） 

県立高校の再編・統合に当たっては、これまで両校が取り組んできた教育内容を統合後の新校

に引き継いでいくよう進めています。また、再編・統合においては、新校に相応しい校名を決

定していくことが課題となりますが、両校の在校生や教職員、ＰＴＡ、同窓会等の意見を聴取

するなど、丁寧に検討してまいります。 

（教育施設課回答） 

県教育委員会では、現在、「新まなびや計画」に基づき、県立学校施設の耐震・老朽化対策に取

り組んでいます。校舎の改修工事を行う際には、状況に応じて、教室の天井、床などのリフレ

ッシュや照明のＬＥＤ化等を行っており、塗装については、色味等について学校の要望を伺い

ながら進めています。今後も、引き続き、子どもたちにとって、明るく快適な学習環境となる

ように努めてまいります。 



 

回答 

⑥ リモート授業の活用について 

（子ども教育支援課） 

様々な理由で、学校に行くことのできない児童・生徒に対して、オンラインによる学習支援を

充実させることは重要です。 

県教育委員会では、オンライン学習の意義や留意点等を「ＩＣＴを活用した学びづくりのため

の手引き」としてまとめ、市町村教育委員会を通じ、各学校に周知してきました。 

公立小・中学校では、新型コロナウイルス感染症や濃厚接触等の理由により登校できない児童・

生徒のために、ＩＣＴを活用して同時双方向型の授業を行ったり、オンライン上で課題のやり

とりを行ったりする取組が見られます。 

県教育委員会では、全市町村教育委員会のＩＣＴ担当者が参加する協議会等を通じて、こうし

た効果的な取組を広めていくなど、オンライン学習のさらなる充実を図ってまいります。 

 

回答 

① 「全員が参加できる教育の制度づくり」について 

（インクルーシブ教育推進課回答） 

県教育委員会では、支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができる

だけ同じ場で、共に学び共に育つことをめざす、インクルーシブ教育を推進しています。一人

ひとりの教育的ニーズに適切に対応することを、学校教育の根幹に位置付けることにより、義

務教育段階から後期中等教育段階にわたり、インクルーシブな学校づくりを推進しています。 

「全員が参加できる教育の制度づくり」とは、このことを踏まえて、すべての子どもたちに、

「主体的に学校教育に参加できること」「一人ひとりに最適な学びが提供されること」を保障す

るために、「多様性・包摂性・選択制」を備えた学校群を用意する取組です。 



 

回答 

② すべての子どもたちが地域の学校と共に学ぶことのできる条件整備や安全対策について 

（インクルーシブ教育推進課回答） 

県教育委員会では、支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができる

だけ同じ場で共に学び共に育つことを目指して、インクルーシブ教育の推進に取り組んでいま

す。 

公立小・中学校においては、子どもたちが安全、安心に、できるだけ地域の学校で、また、で

きるだけ通常の学級で学ぶことができるよう、「教育相談コーディネーターを中心とした、すべ

ての子どもを組織的に支援する体制の整備」、「誰にでも参加しやすく分かりやすい授業づく

り」、「子ども一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応する個別の支援」などの取組を推進して

います。 

回答 

（子ども教育支援課） 

県教育委員会では、児童・生徒の１人１台端末の活用等も進んでいることも踏まえ、各学校で

は情報モラル教育やＩＣＴ機器を適切に使うスキル等の指導について、保護者、子どもたちへ

の啓発や注意喚起の徹底が必要であると考えています。また、インターネット上のいじめの防

止に向けては、その実態が見えにくいことや気付きにくいことを前提として、周囲にいる子ど

もたちが、その状況に気づいた時に、いじめは決して許されない行為であるとの理解から「傍

観者」とならないための指導に取り組む必要があると考えています。 

このような状況を踏まえ、県教育委員会としては、情報モラルを育成するための学習活動や学

校と保護者等との間での共通理解のポイントなどを記載した、「ＩＣＴを活用した学びづくりの

ための手引き（小・中学校）」を作成し、県内の市町村教育委員会や各学校に周知しています。

また、いじめかもしれない場面でどのように行動すればよいのか、具体的な場面を想定し、子

どもたちが話し合う活動等の取組例をまとめた、教員用の指導リーフレットを作成し、小・中

学校の児童・生徒指導を担当する教員向けの研修等で周知しています。こうした資料が各学校

で活用され、いじめ防止の指導の充実が図られるよう、引き続き、県内の市町村教育委員会や

各学校に働きかけていきます。 

 


